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障
害
の
あ
る
人
に
軽
自
動
車
税
を
減
免
！

　

身
体
に
障
害
の
あ
る
人
の
た

め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車
等
で
一

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
申
請
に

よ
り
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
自

動
車
は
、
対
象
者
１
人
に
つ

き
１
台
で
あ
る
た
め
、
普
通

車
の
減
免
を
受
け
て
い
る
場

合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

※
普
通
自
動
車
の
減
免
申
請
を

さ
れ
る
人
は
、
洲
本
県
税
事

務
所
（
☎
26
・
２
０
２
６
）
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
新
規
で
減
免
申
請
す
る
人

申
請
に
必
要
な
も
の　

❶
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦

傷
病
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

❷
印
鑑
（
認
印
）
❸
車
検
証

❹
運
転
者
の
運
転
免
許
証

提
出
先　

税
務
課（
本
館
１
階
）

提
出
期
限　

６
月
１
日
（
月
）

▼
昨
年
度
に
減
免
を
受
け

て
い
た
人

　

申
請
内
容
に
変
更
が
な
け
れ

ば
郵
送
し
て
い
る
「
継
続
用
申
請

書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印

の
う
え
、
返
送
ま
た
は
税
務
課
窓

口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
度
と
異
な
る
場
合
は
、

新
規
の
手
続
き
が
必
要
で
す

問
税
務
課
☎
43
・
５
２
１
３

　

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

　

戦
後
70
周
年
に
当
た
り
、
国

が
戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に
思

い
を
い
た
し
、
改
め
て
弔
慰
の

意
を
表
す
る
た
め
、
戦
没
者
等

の
ご
遺
族
に
特
別
弔
慰
金
を
支

給
し
ま
す
。

　

対
象
の
人
は
請
求
期
限
ま
で

に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
者　
遺
族
が
軍
人
軍
属

と
し
て
の
在
職
期
間
中
、

ま
た
は
準
軍
属
と
し
て
の

公
務
上
の
傷
病
、
ま
た
は

勤
務
に
関
連
し
た
傷
病

が
原
因
で
死
亡
し
て
い
る

場
合
、
次
の
1
及
び
2
に

該
当
す
る
人
の
う
ち
、
最

先
順
位
者
１
人
が
特
別
弔

慰
金
の
支
給
対
象
と
な
り
ま

す
。

1
平
成
27
年
４
月
１
日
に
お
い

て
、
恩
給
法
に
よ
る
公
務

扶
助
料
や
援
護
法
に
よ
る

遺
族
年
金
等
の
受
給
者
が
、

１
人
も
い
な
い
。

2
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に

援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
受

給
権
を
取
得
し
て
い
る
。

　
　

但
し
、
受
給
権
者
が
死
亡

の
場
合
、
戦
没
者
等
と
1
年

以
上
生
計
関
係
を
有
し
た

三
親
等
内
親
族
で
あ
る
。

支
給
内
容　
額
面
25
万
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債
（
毎

年
５
万
円
を
償
還
）

請
求
期
限　
平
成
30
年
４
月

２
日
ま
で

請
求
窓
口　
福
祉
課
窓
口
：

本
館
１
階
の
「
７
福
祉
・
子

育
て
支
援
」
窓
口　

持
参
す
る
も
の　
印
鑑
、
申

請
者
身
元
確
認
書
類
（
健
康

保
険
証
、
介
護
保
険
証
な

ど
）
等

提
出
書
類

❶
特
別
弔
慰
金
請
求
書　
　

❷
遺
族
の
現
況
等
の
申
立
書

❸
印
鑑
等
届
出
書

❹
請
求
同
意
書
（
同
順
位
者
が

い
る
場
合
）

❺
請
求
者
の
戸
籍
抄
本
等

❻
そ
の
他
必
要
な
書
類

※
❶
か
ら
❹
の
書
類
は
請
求
窓
口

に
備
付
け
て
い
ま
す
。
❺
は
、

市
民
課
「
２
証
明
書
発
行
」
窓

口
で
請
求
し
て
く
だ
さ
い

問
福
祉
課
☎
43
・
５
２
１
６

第
十
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

新
婚
世
帯
へ
の
家
賃
補
助
制
度
に
つ
い
て

　

南
あ
わ
じ
市
で
は
若
者
の

市
内
へ
の
定
住
及
び
民
間
賃
貸

住
宅
の
活
用
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、
新
婚
世
帯
へ
月
額
上
限

1
万
円
（
最
長
３
年
）
の
家
賃

補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

補
助
金
交
付
の
要
件

❶
婚
姻
届
出
日
よ
り
４
年
以
内

の
申
請
で
あ
る
こ
と
。

❷
夫
婦
の
合
計
年
齢
が
申
請
時
点

で
満
80
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

❸
婚
姻
届
出
日
の
前
１
年
以

内
、
後
４
年
以
内
に
市
内
の

民
間
賃
貸
住
宅
と
賃
貸
契

約
を
結
ん
で
い
る
こ
と
。

❹
当
該
住
宅
が
申
請
者
の
１
親

等
の
親
族
（
両
親
）
の
所
有

で
な
い
こ
と
。

❺
当
該
の
住
所
で
住
民
票
に
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。（
新

婚
世
帯
及
び
同
居
者
）

❻
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

と
。（
新
婚
世
帯
及
び
同
居
者
）

❼
家
賃
（
共
益
費
・
駐
車
場
使

用
料
等
を
除
く
）
が
月
３
万

円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

❽
家
賃
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

（
後
日
請
求
書
提
出
時
に
確
認
）

❾
新
婚
世
帯
の
前
年
の
年
間

総
収
入
が
６
０
０
万
円
以

下
ま
た
は
総
所
得
金
額
が

４
２
６
万
円
以
下
で
あ
る

こ
と
。

※
所
得
の
あ
る
者
が
２
人
以
上
い

る
と
き
は
、
主
た
る
収
入
者

の
収
入
（
所
得
）
に
他
の
収

入
者
の
収
入
（
所
得
）
の
２

分
の
１
を
加
え
た
額
を
総
収
入

（
所
得
）
金
額
と
み
な
す

補
助
金
交
付
期
間

　

交
付
期
間
は
、
認
定
の
日
の

属
す
る
月
か
ら
補
助
金
交
付
事

由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月

の
前
月
ま
で
と
し
、
最
長
36
か

月
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
婚
姻

届
出
日
の
属
す
る
月
か
ら
数
え

て
48
か
月
を
超
え
る
分
に
つ
い

て
は
交
付
し
な
い
。

問
ふ
る
さ
と
創
生
課

　

☎
43
・
５
２
０
５

　普通自動車の減免を受けてい

る人は対象外です。

　減免は１人につき１台です。

　 ◆
縦
覧
の
期
間　

　

６
月
１
日
（
月
）
ま
で

　
　

※
土
日
祝
日
除
く

◆
対
象
帳
簿

　

❶
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

❷
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

◆
縦
覧
で
き
る
人　

　

土
地
・
家
屋
の
納
税
義
務
者

問
税
務
課

  

☎
43
・
５
２
１
３

帳
簿
の

縦
覧
に
つ
い
て

27
年
度

固
定
資
産
税 問洲本県税事務所

　☎２６‐２０３２

自動車税の
　　納期限は
６月１日（月）です。
お忘れなく！

　

淡
路
島
内
企
業
の

　

淡
路
島
内
企
業
の
金
融
・
ホ

テ
ル
・
製
造
・
建
設
・
卸
売

り
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
幅
広
い

業
種
か
ら
魅
力
い
っ
ぱ
い
の
企

業
25
社
（
予
定
）
が
参
加
す
る

「
合
同
就
職
説
明
会
」
を
開
催

し
ま
す
。

　

淡
路
島
へ
の
Ｕ
・
Ｉ 

タ
ー

ン
を
希
望
さ
れ
る
学
生
の
皆
さ

ん
を
、
輝
く
企
業
が
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。　

対
象
　
平
成
28
年
３
月
卒
業

予
定
の
大
学
・
短
大
・
高
専
・

専
修
学
校
生
と
既
卒
３
年
以

内
の
人

※
島
外
出
身
の
学
生
の
人
も
大

歓
迎
で
お
待
ち
し
て
い
ま

す
参
加
費　

無
料

日
時
　
６
月
28
日
（
日
）

　

午
後
１
時
～
４
時

　
（
受
付
：
午
後
０
時
30
分
～

３
時
30
分
ま
で
）

場
所
　
神
戸
ク
リ
ス
タ
ル
タ

ワ
ー
３
階
「
ク
リ
ス
タ
ル
ホ

ー
ル
」（
JR
神
戸
駅
南
口
よ

り
徒
歩
３
分
）

問
洲
本
商
工
会
議
所

　

☎
22
・
２
５
７
１

※
参
加
企
業
一
覧
は
左
の
二
次
元

「
合
同
就
職
説
明
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
！

コ
ー
ド
か
ら

読
み
取
っ
て

く
だ
さ
い

松井開発運輸株式会社
「安心・安全・信頼」の解体工事はお任せください！！

南あわじ市湊１３５４　ＴＥＬ 0799-36-5078

お気軽に
ご相談を…
※お見積もりは無料です

検 索

～  新しい夢の『はじまり』を創るために  ～


